
 

 

 

 

～vol.19  2021年５月～ 

   発行者：富津市企画課公共交通係（電話 80-1229） 

 

～富津市タクシー運賃助成事業～ 

新型コロナワクチン接種特例について 
 富津市タクシー運賃助成事業では、新型コロナワクチンの接種会場への移動を目的

にタクシーを利用した場合に限り、特例として１回の乗車につき、タクシー利用券（１

枚 500円）を１人４枚（2,000円分）まで使用できることとしました。複数の対象

者が同乗したときは、各対象者が１人４枚まで使用できます。 

なお、タクシー利用券の申請方法など、詳細は裏面をご覧ください。 

対象 

  運転免許証を保有していない高齢者・障害者などで、タクシー運賃助成事業の利用

登録をしている人 

利用方法 

 タクシーに乗るときに、本事業の登録証および利用券と併せて、接種券（接種済証）

を運転手に提示し、新型コロナワクチンの接種会場へ行く、または接種会場から帰る

旨をお伝えください。（特例利用をしない場合は、１人２枚まで使用できます。） 

↓タクシー利用登録証         ↓タクシー利用券 

 

 

 

 

 

 

 

↓接種券（接種済証） 

 

 

 

 

 

 

 

ふっつし公共交通ニュース 



～令和３年度富津市タクシー運賃助成事業について～ 
 

助成対象者 

１. 富津市に住民登録があり、運転免許証をお持ちでない方のうち、以下の要件（①～

⑤）のいずれかに該当する方 

① 満年齢 65歳以上の方 

② 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

方 

③ 要介護認定または要支援認定を受けている方 

④ 特定医療費（指定難病）受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証の交付

を受けている方 

⑤ 就学前の子どもを監護する父母（父母がない場合又は監護をしない場合は、当

該子どもを監護する者と市長が認める者） 

 

２. 富津市に住民登録がある妊産婦の方（出産予定日の４か月前と予定日から２か月

後までの間にある方） 

 

助成内容 

○申請日に応じて、対象者１人につき、今年度は最大 48 枚の利用券（１枚 500 円

上限）を交付します。（申請時期によって枚数は異なります。） 

○利用券は１回の乗車につき１人２枚を限度に使用できます。複数の対象者が同乗し

たときは、各対象者が１人２枚を限度に使用できます。 

○乗車場所、降車場所の両方または片方が富津市内のタクシー利用のときに使用でき

ます。 

 

申請方法 

 助成対象者の要件に該当し、タクシー券の交付を希望する場合は、申請書（市ホー

ムページからダウンロード可）に必要事項をご記入いただき、郵送または下記窓口に

提出してください。 

 

申請先・お問合せ先 

〒293-8506 富津市下飯野 2443番地 

富津市役所企画課公共交通係（２階 27番窓口） 

TEL 0439-80-1229 FAX 0439-80-1350 

午前８時 30分～午後 17時 15分（土日・祝日を除く） 

（天羽行政センター・峰上出張所でも提出可） 


